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１ 報 告 

・報告第９号 株式会社パブリックサービスの経営状況の報告について          （総務課） 

株式会社パブリックサービスの第26期事業報告及び第27期事業計画について、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき報告するもの 

・報告第10号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更）           （管財契約課） 

平成28年９月28日議案第44号をもって工事請負契約の締結について議決を得た、第３系列水処理設備

改築工事について、設計変更の必要性が生じたので、平成29年８月10日付けで専決処分したため、地方

自治法第180条第２項の規定により報告するもの 

・報告第11号 継続費精算報告について（（仮称）療育・教育の総合センター整備事業）   （財政課） 

（仮称）療育・教育の総合センター整備事業に係る継続費の継続年度が終了したので、地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第145条第２項の規定に基づき報告するもの 

・報告第12号 健全化判断比率について                        （財政課） 

平成28年度決算に基づく健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

19年法律第94号）第３条第１項の規定に基づき報告するもの 

・報告第13号 資金不足比率について                         （財政課） 

平成28年度決算に基づく資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第

１項の規定に基づき報告するもの 

 

２ 議 案 

・議案第36号 専決処分の承認について（損害賠償の額の決定）           （管財契約課） 

平成28年９月23日に発生した逗子市小坪５丁目地内（小坪海岸トンネル鎌倉側出口付近）のがけ地崩

落に伴う損害賠償について、平成29年７月３日付けで専決処分したため、地方自治法第179条第３項の

規定に基づき報告し、承認を求めるため提案するもの 

・議案第37号 工事請負契約の締結について（市営桜山住宅建築工事）        （管財契約課） 

市営桜山住宅建築工事について工事請負契約を締結するに当たり、逗子市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年逗子市条例第14号）第２条の規定に基づき提案するも

の 

・議案第38号 逗子文化プラザホール指定管理者の指定について         （文化スポーツ課） 

逗子文化プラザホールの指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項及び逗子文化

プラザホール条例（平成25年逗子市条例第７号）第７条第３項の規定により提案するもの 

 

 

 

 

逗子市 ‐Press Release-  

平成29年逗子市議会第３回定例会付議予定事件 
平成29年９月５日開会予定の第３回定例会付議予定事件は、次のとおりです。 



 

・議案第39号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理について                           （保育課） 

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成29年法律第71号）の公布に

伴い、関係条例（逗子市保育所条例、逗子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例、逗子市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例）の整理をする要あるた

め提案するもの 

・議案第40号 平成29年度逗子市一般会計補正予算（第２号）              （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも2,127万5,000円の増額（補正後の総額194億9,439万3,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・国民年金法に基づく届書の電子媒体化及び様式統一化の実施に係る経費として国民年金事務費102万

6,000円を増額 

・国の次世代学校支援モデル構築事業の実証研究に係る経費として次世代学校支援モデル構築事業

1,976万8,000円を計上 

（歳入） 

・所要の財源を措置するほか繰越金等の財源を調整するもの 

・議案第41号 平成28年度逗子市一般会計歳入歳出決算の認定について          （財政課） 

・議案第42号 平成28年度逗子市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  （財政課） 

・議案第43号 平成28年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について （財政課） 

・議案第44号 平成28年度逗子市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について    （財政課） 

・議案第45号 平成28年度逗子市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について     （財政課） 

地方自治法第233条第３項の規定により、会計管理者から提出された決算を監査委員の審査に付し、

監査委員の意見を付けて認定を求めるもの 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

電話046-873-1111（代表） 

※各議案の担当課にお尋ねください。 
 

議案とりまとめ担当：総務課 

電話046-873-1111（代表） 

 


